
大田区における競争入札参加に係る準区内業者の認定基準 
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改正 平成 27年７月 29日 27総経発第 10517号決定 

 

（目的） 

第１条 この基準は、大田区（以下「区」という。）が実施する競争入札において、入札参加資格

及び指名基準に地域要件を付加するに当たり、準区内業者として認定する上での必要な要件を

明確にすることにより、入札・契約制度の透明性、公平性及び客観性の向上を図ることを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 前条に規定する準区内業者とは、常時契約を締結する事務所として区内に支店、支社又

は営業所（以下「支店等」という。）を有している事業者をいう。 

2 前項に規定する、常時契約を締結する事務所とは、見積り、入札、契約締結等契約の締結に係

る実体的な行為を行う事務所をいう。 

 

（認定要件） 

第３条 事業者を準区内業者として認定するに当たり、必要な要件は、次に掲げる要件とする。

ただし、第 5号に掲げる要件は、建設工事等に係る事業者のみ適用する。 

（1） 次条に掲げる書類を、すべて区に提出していること。 

（2） 支店等において、区と契約締結を完結できること。 

（3） 支店等の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えてい

ること。他社と同居的な間仕切りのみの形態は認めない。 

   支店等と住宅を併用している場合は、支店等の実態を調査の上、総合的に判断する。 

（4） 支店等に営業活動を行い得る人的配置がなされており、かつ責任者が存在し常駐している

こと。配置人員が区外の事務所等と兼務になっている場合及び配置人員の不在が頻繁である

場合は認めない。 

（5） 支店等に、登録業種に係る専任の技術者を、常駐で配置していること。 

   専任の技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結又はその履行を確保するため

に置かれるもので、常時勤務していることが必要であり、営業所ごとに専任で置くこととさ

れている。（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第７条第２号）  

（6） 支店等において、常時連絡がとれる体制となっていること。 

   転送電話対応が常態である場合、単に取り次ぎ又は単なる連絡員のみの配置は認めない。 

（7） 支店等に、事務等を執り行える什器・備品・複写機・通信機器等が設置されていること。 

（8） 大田区内に支店等を設置後、３年以上の期間が経過していること。  

（9） 申請時以前３年間に、支店等の代理人名義での契約（官公署・民間）があり、履行を完了

していること。 



 

（届出） 

第４条 準区内業者として認定を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を、区の指定する期

日までに区長へ提出しなければならない。 

（1） 大田区準区内業者届出書（別記様式第 1号及び 2号、事業所外観及び内部写真・社名表示

写真を含む。以下「準区内業者届出書」という。） 

（2） 支店等の不動産登記簿又は固定資産税評価証明書の写し（支店等が自社所有の場合） 

   支店等の不動産賃貸借契約書の写し（支店等が賃貸物件である場合） 

（3） 建設工事等に係る事業者は、建設業許可申請書及び当該申請書の別紙（受付印のあるもの）

の写し 

（4） 法令等により許可等が必要な業種は、当該許可を示す証明書等の写し 

（5） 支店等を設置し、営業を開始したことが確認できる書類 

都内に事業所を有しない者が、大田区内に新たに支店等を設置する場合は、法人設置・設

立届出書（東京都都税条例施行規則第３２号様式（乙）その１）又は大田区を所管する都税

事務所の発行する、事業開始等申告書提出済証明書の写し 

   都内に事業所を有する者が、大田区内に新たに支店等を設置する場合は、異動届出書（同

施行規則第３２号様式（乙）その２）又は大田区を所管する都税事務所の発行する、事業開

始等申告書提出済証明書の写し 

（6） 支店等に係る法人住民税を、納付したことが確認できる書類 （支店等に係る法人住民税を

含む領収書又は納税証明書、納税地が大田区にない場合は、均等割額の計算に関する明細書

の写し） 

（7）その他必要と認めるもの。 

2 前項に規定する書類を提出後、内容に変更があった場合、当該事業者は「大田区準区内業者（支

店・支社・営業所等）変更届」（別記様式第 3号）及び変更に係る必要書類を提出すること。 

 

（実態調査） 

第５条 区は、必要に応じて支店等の実態調査を実施することができる。 

2 区は、第 3条第 2号から第 9号までに定める認定要件について、前条に基づき提出のあった書

類及び支店等の実態調査により確認する。 

3 前項の規定による実態調査の結果、支店等が認定要件を満たしていないことが判明した場合は、

当該支店等を準区内業者として扱わないものとする。 

4 実態調査を拒否又は妨害した場合、当該事業者を準区内業者として扱わないものとする。 

 

（改善指導） 

第６条 前条の規定による実態調査の結果、準区内業者としての認定要件に疑義が生じた場合、

必要な改善指導を行うとともに、期間を定めて報告を求め、再度実態調査を行うものとする。 

2 前項の規定による改善指導を行った場合、認定要件が確認されるまでの間、当該事業者を準区

内業者として扱わないものとする。  



 

（指名停止措置） 

第７条 前条第１項による改善指導に伴う報告がなされなかった場合、又は再度の実態調査の結

果、改善が見られなかった場合、その他実態調査を拒否、妨害し又は実態調査に協力しない

ことが明らかな場合は、大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき、指名停止措

置を行うことができる。 

2 第 5条の規定による実態調査の結果、各種提出書類及び準区内業者届出書等の内容が、実態と

著しく相違する場合、前条の規定による改善指導を行うことなく、指名停止措置を行うことが

できるものとする。 

3 前項の規定により、指名停止措置を受けた事業者については、措置期間中は準区内業者として

扱わないものとする。 

 

 付則 

この基準は、平成２４年８月１日から施行する。 

 付則 

この基準は、平成２７年７月２９日から施行する。 


